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3．社会保障給付費とその財源

（1） 部門別社会保障給付費

億円 億円 億円 ％

1. （　）内は構成割合である。

2. 部門別の項目説明は、27頁、50頁を参照。

　　　　　％ 　　　　　％ 　％ポイント

（　）内は国民所得比である。

(資料) 国内総生産および国民所得は、内閣府「平成27年版国民経済計算年報」による。

0.08                              
(2.39) (2.43) (0.04)                             

(5.72) (△ 0.07)                         
1.77                              

福祉その他 4.30                              4.28                              

介護対策(再掲) 1.85                              
(5.79)

△  0.01                         

203,909              206,933              

4.7                      

(49.5) (49.3)

3,914                  

3,023                  1.5                      

表８　部門別社会保障給付費の対国内総生産比（対国民所得比）

(7.7) (7.9)

（注）

介護対策(再掲) 83,965                87,879                

（注）

(15.34) (15.08) (△ 0.26)                         

(18.7) (18.7)

対前年度増加分社会保障給付費

年金 11.38                            11.30                            △  0.07                         

(9.84) (9.77) (△ 0.07)                         

2012年度

(31.8) (32.0)

(100.0) (100.0)

1.2                      

1.5                      計 1,090,010           1,106,566           

医療 346,240              353,548              7,308                  2.1                      

16,556                

2013年度の社会保障給付費を部門別にみると、「医療」が35兆3,548億円（32.0％）、「年金」

が54兆6,085億円（49.3％）、「福祉その他」が20兆6,933億円（18.7％）である。

社会保障給付費 2012年度 2013年度
対前年度比

増加額 伸び率

表７　部門別社会保障給付費

福祉その他

年金 539,861              546,085              

2013年度

6,224                  

医療 7.30                              7.32                              0.02                              

計 22.97                            22.91                            △  0.07                         
(30.56) (△ 0.41)                         (30.97)
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図４ 部門別社会保障給付費の推移

兆円

年金

54兆6,085億円

(49.3%)

医療

35兆3,548億円

(32.0%)

福祉その他

20兆6,933億円

(18.7%)

（出所）

38頁「第8表 社会保障給付費の部門別推移」より作成。
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（2）

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

1,090,010 1,106,566 16,556               1.5                    
(100.0) (100.0)

532,091 542,585 10,494               2.0                    
(48.8) (49.0)

67,822 67,433  389                 0.6                 
(6.2) (6.1)

37,258 38,547 1,289                3.5                    
(3.4) (3.5)

9,486 9,297  189                 2.0                 
(0.9) (0.8)

332,719 339,757 7,038                2.1                    
(30.5) (30.7)

55,138 55,116  22                   0.0                 
(5.1) (5.0)

18,300 16,206  2,094              11.4               
(1.7) (1.5)

5,735 5,876 141                   2.5                    
(0.5) (0.5)

31,462 31,751 289                   0.9                    
(2.9) (2.9)

1. （　）内は構成割合である。

2. 機能別の項目説明は、67-68頁を参照。

対前年度比

表９　機能別社会保障給付費

機能別社会保障給付費

2013年度の社会保障給付費を機能別にみると「高齢」が全体の49.0％で最も大きく、ついで

「保健医療」が30.7％であり、この2つの機能で79.7％を占めている。これ以外の機能では、

「遺族」（6.1％）、「家族」（5.0％）、「障害」（3.5％）、「生活保護その他」

（2.9％）、「失業」（1.5％）、「労働災害」（0.8％）、「住宅」（0.5％）の順となってい

る。

（注）

家族

障害

2013年度

失業

住宅

生活保護その他

保健医療

労働災害

社会保障給付費

遺族

高齢

計

2012年度
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％ ％ ％ポイント

22.97                             22.91                             △  0.07                           
(30.97) (30.56) (△ 0.41)                          
11.21                             11.23                             0.02                               

(15.12) (14.99) (△ 0.13)                          
1.43                               1.40                               △  0.03                           

(1.93) (1.86) (△ 0.07)                          
0.79                               0.80                               0.01                               

(1.06) (1.06) (0.00)                              
0.20                               0.19                               △  0.01                           

(0.27) (0.26) (△ 0.01)                          
7.01                               7.03                               0.02                               

(9.45) (9.38) (△ 0.07)                          
1.16                               1.14                               △  0.02                           

(1.57) (1.52) (△ 0.05)                          
0.39                               0.34                               △  0.05                           

(0.52) (0.45) (△ 0.07)                          
0.12                               0.12                               0.00                               

(0.16) (0.16) (0.00)                              
0.66                               0.66                               △  0.01                           

(0.89) (0.88) (△ 0.01)                          
(　)内は対国民所得比である。

国内総生産および国民所得は、内閣府「平成27年版国民経済計算年報」による。

(出所)

43頁「第13表　機能別社会保障給付費の推移」より作成。

労働災害

表10　機能別社会保障給付費の対国内総生産比（対国民所得比）

社会保障給付費 2012年度 2013年度 対前年度増加分

計

高齢

遺族

障害

(資料)

図５　機能別社会保障給付費の推移
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（3） 社会保障財源

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

1,270,925 1,270,594  331                 0.0                 
(100.0) (100.0)

社会保険料 614,194 629,762 15,568               2.5                     
(48.3) (49.6)

被保険者拠出 322,238 331,665 9,427                 2.9                     
(25.4) (26.1)

事業主拠出 291,956 298,097 6,141                 2.1                     
(23.0) (23.5)

公費負担 425,448 430,230 4,782                 1.1                     
(33.5) (33.9)

国庫負担 302,695 305,089 2,394                 0.8                     
(23.8) (24.0)

他の公費負担 122,753 125,141 2,388                 1.9                     
(9.7) (9.8)

他の収入 231,282 210,601  20,681            8.9                 
(18.2) (16.6)

資産収入 159,968 158,045  1,923              1.2                 
(12.6) (12.4)

その他 71,314 52,556  18,758            26.3               
(5.6) (4.1)

1. （　）内は構成割合である。

2.

3.
　 

公費負担とは「国庫負担」と「他の公費負担」の合計である。また、「他の公費負担」とは地方自治体
の負担を示す。但し、地方自治体の負担とは国の制度に基づいて地方自治体が負担しているものであ
り、地方自治体が独自に行っている事業に対する負担は公費負担医療費給付分および公立保育所運営費
のみを含み、それ以外は含まない。

「資産収入」については、公的年金制度等における運用実績により変動することに留意する必要があ
る。また、「その他」は積立金からの受入を含む。

表11　項目別社会保障財源

（注）

2013年度の社会保障財源の総額は127兆594億円であり、対前年度増加率は0.0%の減少となっ

た。項目別割合をみると、社会保険料が49.6％、公費負担が33.9％、他の収入が16.6％となっ

ている。

2012年度
対前年度比

2013年度

計

社会保障財源
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表11　項目別社会保障財源
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